
入 札 公 告 
 

公告 

 
嘉麻市水道事業が発注する建設工事について、次のとおり条件付一般競争入札（郵便入札）

に付します。 

 
令和７年１０月１６日 

 
嘉麻市長  赤 間  幸 弘 

 

1 入札に付する事項について 
(1) 工 事 名  起工 水道第 12 号 

  乙井手・浄水場線送水管布設替工事 
(2) 工 事 場 所  嘉麻市中益 

(3) 工 事 概 要  工事長     L=340.0 m 
不断水設置工   N=2 箇所 
送水管布設替工（HPPEφ200） L=340.0m 

(4) 工 期  契約日より９０日間 
(5) 予 定 価 格  ２１，６３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 
(6) 最低制限価格  １９，８９９，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

(7) 発 注 課  水道局施設・維持係 

 
2 入札に参加する者に必要な資格 

次の各号に掲げる資格を有するものでなければ入札に参加することができない。 
ア 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者でないこと。 
イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項各号のいずれ

かに該当すると認められる者で、その事実があった後３年を経過しない者又はその者

を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。 
ウ 経営状態が著しく不健全であると認められない者であること。 

エ 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項に基づく水道施設工事業の許

可（5,000 万円以上の下請負契約を締結する場合は特定建設業の許可）を受けており、

令和７年度嘉麻市建設工事等競争入札参加有資格者名簿に登載されている者であるこ



と。ただし、初登録年度から３年度を経過しない者を除く。 
オ 令和７年度嘉麻市建設工事等競争入札参加有資格者名簿において登録されている業

種名が水道施設工事業で、第一希望であり、かつ嘉麻市内業者で登録されている者で

あること。ただし、申請者が３者に満たない場合は市内第二希望、準市内業者第一希

望、準市内第二希望の順に参加可能とする。※第二希望以降の申請者は申請期限日に

規定申請人数に達しているか電話にて確認可能です。また、優先順位が同じである申

請者同士は申請の着順（遅い、早い）で参加不可となることはありません。 
カ 本件工事に対応する建設業法（昭和２４年法律第１００号）の許可業種に係る国家

資格等を有する主任（4,500 万円以上の下請負契約を締結する場合は監理）技術者を

配置できる者であること。（入札参加申請日以前に３ヶ月以上の雇用期間を有するもの

であること。） 
 ※現場代理人についても入札参加申請日以前に３ヶ月以上の雇用期間を有すること。 

キ 本件工事の公告の日から入札執行の日までの間に、嘉麻市建設工事等指名競争入札

参加者指名停止規程（平成１８年度嘉麻市公告第１３７号）に基づく指名停止の措置

を受けていない者であること。 

ク 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事

再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てをしていない者

であること。 

ケ 嘉麻市政治倫理条例（平成１８年条例第２３７号）第６条の規定に該当する業者で

ないこと。 
コ 公正な取引を阻害すると判断される者でないこと。 

サ 本件工事に係る他の参加申請者との間に役員の重複（直接の重複がない場合であっ

ても、他の者を介在して関係がある場合を含む。）又は資本の提携等の密接な利害関係

がある者でないこと。 

シ 入札参加申請締切日において、嘉麻市建設工事等競争入札参加者の格付及び指名選

考規程（平成１９年嘉麻市告示第２６号）第２条第１号の契約制限を受けていないこ

と。ただし、申請者が３者に満たない場合は市内業者で契約制限を受けている者（手

持工事１件の者に限る。）も参加可能とする。 

ス 同一入札日に工事入札が複数件ある場合は、本件工事の落札者は他の工事の落札者

となることはできない。 

 
3 入札参加申込書等の提出について 

(1) 提出書類 



入札に参加しようとする者は、次の各号に掲げる書類を提出し、本市の審査を受けな

ければならない。 
ア 条件付一般競争入札参加資格確認申請書（様式第１号） 

イ 配置予定の技術者に関する調書（様式第３号） 
ウ 総合評定値通知書の写し 
エ 誓約書 

オ 通信用封筒（110 円切手貼付・宛名記載のこと）※審査結果通知用 
※速達を希望の者は、返信用封筒に必要な記載及びその分の切手を貼付すること。 

(2) 入札参加申請書配布場所（ホームページからのダウンロード可） 

嘉麻市岩崎１１８０番地１ 嘉麻市役所２Ｆ 水道局業務係 
(3) 書類の提出方法及び提出期限 
ア 提出方法 

持参のみとする。 
イ 提出場所 

嘉麻市岩崎１１８０番地１ 嘉麻市役所２Ｆ 水道局業務係 

ウ 提出期限 
令和７年１０月２３日（木） 午後５時まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く） 

 
4 審査結果について 

審査合格者に対し、「入札参加資格確認通知書」及び「入札通知書」を次のとおり送付

する。 

(1) 送付日時  令和７年１０月２７日（月）付にて発送 

 

5 設計図書の配布について 
当該工事に係る設計書及び図面等は、ホームページ上に掲載しているので、ダウンロー

ドすること。なお、公告期間を過ぎると当該工事にかかる公告ページが削除されるので、

公告期間中に必ずダウンロードしておくこと。ダウンロードできなかった場合は、水道局

にて配布する。 

 
6 業務内容の質問書提出及び回答について  

(1) 質問書の提出について 
ア 方 法  様式をダウンロードし、事業担当に持参又はＦＡＸにより提出。 
イ 提出場所  事業担当 水道局施設・維持係 ＦＡＸ番号 0948－42－7092 



ウ 受付期間  令和７年１０月３０日（木）正午まで（土曜日、日曜日及び祝日を除

く） 
(2) 質問書への回答について 

回答期日 令和７年１０月３０日（木）午後５時までにＦＡＸにより回答する。 
※ 回答については、原則質問者のみ随時回答とし、事業担当が全業者へ知らせる必要が

あると判断したものは全業者にＦＡＸする。 

 
7 入札保証金に関する事項 

入札保証金は免除する。 

 
8 契約保証金に関する事項 

契約保証金は、契約金額の１００分の１０以上（千円単位）とする。 

 
9 入札書の送付先 

（宛先）〒８２０－０２９９ 福岡県嘉麻市岩崎１１８０番地１ 

稲築郵便局留 嘉麻市水道局業務係 行 

 
10 入札書の郵送方法 

一般書留、簡易書留又は特定記録郵便のいずれかの方法により郵送すること。 
※ 上記以外での郵送方法又は持参については受付けないものとする。 
※ 郵送するもの 入札書及び内訳書（内訳書は、ホームページ上の設計書を利用して

頂きますので、公開期間中にダウンロードしておくこと。また、業務係でも配布可。） 

 
11 入札書の到着期限 

令和７年１１月５日（水）まで 

 
12 入札又は開札の場所及び日時 

開札は次のとおり行う。 
(1) 場 所 

嘉麻市岩崎１１８０番地１ 嘉麻市役所４Ｆ 会議室（４Ａ） 

(2) 日 時 
令和７年１１月７日（金） 午後１時３０分 

 



13 （郵便）入札の条件に反した入札書を無効とする事項 
(1) 競争入札に参加する資格のない者がした入札 
(2) 入札方法に違反して行われた入札 

(3) 入札書に記名押印がない入札 
(4) 総金額を訂正している入札又は入札金額その他必要事項を確認しがたい入札 
(5) 同一入札事項について同一人が２通以上の入札書を提出した入札 

(6) 一般書留、簡易書留又は特定記録郵便以外の方法で入札書を提出した入札 
(7) 入札書が到着期限を過ぎて到着した入札 
(8) 郵便入札用封筒記載の工事（委託業務）名又は差出人名と同封された入札書の工事（委

託業務）名又は入札者が相違する入札 
(9) 郵便入札用封筒に工事（委託業務）名又は差出人名が記載されていない入札 
(10) 積算内訳書が入札書とともに郵便入札用封筒に同封されていない入札 

(11) 積算内訳書の合計金額と入札書に記載された入札金額とが異なる入札（値引き等で合

わせるのではなく、積算基礎数で記載すること。） 
(12) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札 

(13) 連合（談合）その他の不正行為によってなされたと認められる入札 
(14) 民法上入札が無効として扱われる入札 
(15) 前各号に掲げるもののほか、法令又は市が指定した事項に違反して行われた入札 

 
14 入札に関する問い合わせ先 

嘉麻市水道局業務係 電話 0948－42－7063 


